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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下を含む薬物送達装置であって：
　表示（３００）を有する表示器要素（３）；
　表示器要素（３）の表示位置（３２）に亘って位置付けられた拡大装置（４）、
　ここで、拡大装置（４）は、
　拡大レンズ（４３）を含む光学系（５）を含み、前記光学系（５）が、表示器要素（３
）の表示位置（３２）から拡大レンズ（４３）に向かって発せられる光線（５１）を反射
するために適する鏡（４２）を含み、ここで表示位置（３２）及び拡大レンズ（４３）の
間の光路長が拡大されるように光学系（５）が構築されている薬物送達装置。
【請求項２】
　拡大装置（４）が、表示器要素（３）の表示（３００）の拡大像（３５）を外側から見
ることができるようにするための窓（４１）を含む、請求項１に記載の薬物送達装置。
【請求項３】
　窓（４１）が、その表示位置（３２）で、表示器要素（３）の外面に対して傾いている
、請求項２に記載の薬物送達装置。
【請求項４】
　拡大装置（４）が二つの窓（４１１、４１２）を含み、そしてその窓の一方（４１１）
が、表示（３００）の拡大像（３５）を薬物送達装置（１）の左手側から見ることができ
るようにするために適しており、そして他方（４１２）が、表示（３００）の拡大像（３
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５）を薬物送達装置（１）の右手側から見ることができるようにするために適している、
請求項３に記載の薬物送達装置。
【請求項５】
　縦方向（｜）を有し、そしてここで、表示器要素（３）が、薬物送達装置（１）の縦方
向（｜）にオフセット（ｄ）を有する二つの表示位置（３２）を含む、請求項４に記載の
薬物送達装置。
【請求項６】
　表示（３００）の拡大像（３５）が、一方の窓（４１１）を通して見ることができ、そ
して他方の窓（４１２）が覆われている、請求項５に記載の薬物送達装置。
【請求項７】
　拡大装置（４）が、薬物送達装置（１）から拡大装置（４）を除去すると薬物送達装置
（１）が使用できなくなるように搭載されている、請求項１～６の何れか１項に記載の薬
物送達装置。
【請求項８】
　薬物送達装置（１）が少なくとも二つの本体部分を含み、拡大装置（４）が薬物送達装
置（１）の少なくとも二つの本体部分に対する接続手段を形成する、請求項７に記載の薬
物送達装置。
【請求項９】
　拡大装置（４）が薬物送達装置（１）の駆動手段のための支持部を形成する、請求項７
又は８に記載の薬物送達装置。
【請求項１０】
　インスリンを含有する、請求項１～９の何れか１項に記載の薬物送達装置。
【請求項１１】
　請求項１～１０の何れか１項に記載の薬物送達装置を組み立てる方法であって：
　Ａ）拡大装置（４）の少なくとも一部を含む搭載可能な要素を供すること、並びに表示
（３００）を持つ表示器要素（３）及び搭載可能な要素のためのリセプタクルを有する薬
物送達装置を供すること、ここでリセプタクルは表示器要素（３）の表示位置に亘って位
置付けられている；
　Ｂ）場合により、表示（３００）の拡大像（３５）が薬物送達装置（１）の左手側から
又は右手側から見ることができるようなリセプタクルで拡大装置（４）の搭載可能な要素
を搭載する；
工程を含む方法。
【請求項１２】
　拡大装置（４）の搭載可能な要素が拡大レンズ（４３）を形成する、請求項１１に記載
の方法。
【請求項１３】
　拡大装置（４）の搭載可能な要素が光学系（５）を形成する、請求項１１に記載の方法
。
【請求項１４】
　拡大装置（４）の搭載可能な要素が拡大装置（４）を形成する、請求項１３に記載の方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薬品、例えば、インスリンの用量の投与のための薬物送達装置に関し、ここ
で異なる投与量サイズが設定できる。ここで、選択された用量のサイズが使用者にとって
はっきりと見ることができることが重要である。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１は、医薬品の用量の設定及び注射のための駆動機構を有する薬物送達装置を
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開示している。薬物送達装置は、その中に用量ダイヤルスリーブが配列されるハウジング
を含む。用量ダイヤルスリーブは、医薬品の選択された用量を示す投与量目盛を含む。用
量はハウジングに対する用量ダイヤルスリーブを回転することによって設定できる。選択
された用量は、薬物送達装置の縦方向への駆動スリーブの動きによって注射できる。
【０００３】
　特許文献２は、投与量数字を拡大するための拡大器を有する薬物送達ペンを開示してい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】ＷＯ２００４／０７８２３９Ａ１
【特許文献２】米国特許第６，００１，０８２号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
本発明の目的は、使用者にとって表示がはっきりと見ることができるように、薬物送達装
置のための拡大装置を供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この目的のために、薬物送達装置は、表示を有する表示器要素及び表示器要素の表示位
置に亘って位置している拡大装置を含む。拡大装置は、拡大レンズを有する光学系を含み
、ここで表示位置及び拡大レンズの間の光路長が拡大されるような光学系が構築される。
【発明の効果】
【０００７】
　光路長の拡大とは、表示器要素の表示位置から拡大レンズへと光路に沿って進む光線の
光路長が、表示位置及び拡大レンズの間の直接的な幾何的路長より長いことを意味する。
その結果、最適な拡大因子が達成できるように、拡大レンズ上の光線の入射角が修正され
る。それによって、拡大装置、そして特に、光学系が、表示器要素の表示位置に位置して
いる表示の拡大像を発生させる。好ましくは、拡大像は、使用者によって便利にそれが見
ることができるように、十分に大きい。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　表示は、印、記号、文字、数字などでよく、そして、例えば、表示器要素の表面上に印
刷される。
【０００９】
　好ましい実施態様において、薬物送達装置は、投与量目盛を有する用量ダイヤル要素が
配列されるハウジングを含む。選択された用量のサイズが示される投与量目盛の表示位置
に亘って拡大装置が位置している。このように表示位置は、薬物送達装置のハウジングに
対して固定されるが、投与量目盛に対しては動く投与量目盛の一部である。
【００１０】
　光路長の拡大によって、レンズは、薬物送達装置のハウジングに近接して置くことがで
き、十分な拡大因子が達成できる。もし、レンズが、幾何的距離に等しいハウジングから
の距離に置かれるとすれば、薬物送達装置の厚みはもっと大幅に増えるであろう。
【００１１】
　例えば、もし、表示が、選択された用量のサイズを表示し、そしてもし、異なる量のイ
ンスリン単位を含むカートリッジを有するインスリンペンが実現され、一方で、カートリ
ッジ及びペンの寸法が同じに留まるならば、これは重要なことになるであろう。一例とし
て、８０インスリン単位を有するカートリッジ及び２４０インスリン単位を有するカート
リッジが入手できる。第一の場合、選択された用量は、２桁までの投与量数字によって表
示できるが、一方、第二の場合、３桁までの用量数字が必要になる。もし、カートリッジ
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のサイズが両方の場合において同じであれば、３桁を含む投与量数字が、より小さなフォ
ントサイズで描かれる必要があり得る。ここで、投与量サイズの便利な読みやすさを達成
するために、拡大レンズによって数字が拡大される。
【００１２】
　好ましい実施態様において、光学系は鏡を含む。好ましくは、鏡は、表示器要素の表示
位置から拡大レンズに向かって発せられる光線を反射するために適している。
【００１３】
　一例として、鏡がケーシングの反射面によって形成され得て、又はケーシングに取り付
けられる別の要素であり得る。　一つの実施態様において、鏡及びレンズは一体として形
成される。一例として、それらは透明な要素の部品であり得る。あるいは、鏡は、拡大装
置のケーシングの内面に位置し得て、そしてレンズは、拡大装置の前端に置かれる別の要
素であり得る。
【００１４】
　好ましい実施態様において、拡大装置は、表示器要素の表示の拡大像を外側から見るこ
とができるようにするための窓を含む。
【００１５】
　これは、表示位置での表示の部分の拡大像が、窓を通して見ることができることを意味
する。一例として、窓は拡大装置における開口部である。好ましくは、拡大レンズは窓中
に位置している。
【００１６】
　一つの実施態様において、表示器は、鏡で反転された状態で描かれた数字又は文字を含
む。
【００１７】
　このようにして、光線が鏡で反射された後に形成された数字の像は、外側から読むこと
ができるように、正しい向きにある。
【００１８】
　好ましくは、窓は、その表示位置で、表示器要素の外面に対して傾いている。
【００１９】
　ここで、表示器要素の外面は、そこで表示が描かれる表面である。従って、窓を通した
使用者の視線は、表示要素の表示位置で表示器に向かって正面に向いていない。
【００２０】
　一つの実施態様において、拡大装置は、表示の拡大像を薬物送達装置の左手側から見る
ことができるようにするために適している。
【００２１】
　一例として、拡大装置の窓は薬物送達装置の左手側に向いている。この実施態様は、右
利きの人に対して最も便利である。通常、注射中に、右利きの人は薬物送達装置をその人
の右手で保持して薬物送達装置の側に向いているであろう。用語「拡大装置の左手側」は
そのような視線に関する。用語「見ることができる」によって、表示が見ることができる
のみならず読むことができることも意味される。
【００２２】
　代替実施態様において、拡大装置は、表示の拡大像が、薬物送達装置の右手側から見る
ことができるように向けられている。
【００２３】
　ここで好ましくは、拡大装置の窓は薬物送達装置の右手側に向けられている。この実施
態様は、左利きの人に対して最も便利である。通常、左利きの人は薬物送達装置をその人
の左手で保持して薬物送達装置の側に向いているであろう。
【００２４】
　更に、拡大装置を有する薬物送達装置の組立方法を述べる。表示を有する表示器要素及
び拡大装置の少なくとも一部を形成する搭載可能な要素を有する薬物送達装置が供される
。薬物送達装置は、表示器要素の表示位置に亘って位置しているリセプタクルを含む。
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【００２５】
　好ましくは、薬物送達装置及び搭載できる要素は別々の要素として実現され、そして、
使用者又は薬剤師は搭載できる要素をリセプタクルに搭載できる。ここで、使用者又は薬
剤師は、場合により、表示の拡大像が、薬物送達装置の左手側から又は右手側から見るこ
とができるように、搭載できる要素を搭載できる。
【００２６】
　一つの実施態様において、薬物送達装置は、表示器要素の表示位置に亘って位置してい
るケーシングにおける開口部であり得る二つの窓を含む。それらの窓の一方は、拡大像を
薬物送達装置の左手側から見ることができるようにするために適しており、そして他方は
、拡大像を薬物送達装置の右手側から見ることができるようにするために適している。好
ましくは、ケーシングは光学系の要素ためのリセプタクルを含む。
【００２７】
　更に、ケーシン内に挿入できる拡大装置の少なくとも一部を含む、搭載できる要素は、
拡大像が窓の選択された一方において見ることができるように実現される。好ましくは、
未使用の窓を覆うために適するマスキング要素も実現される。
【００２８】
　一つの実施態様において、拡大装置の搭載できる要素は拡大レンズを形成する。
【００２９】
　更なる実施態様において、拡大装置の搭載できる要素は光学系を形成する。
【００３０】
　一例として、光学系は、拡大レンズ及び鏡が含まれ、そして窓の一方の中に挿入できる
透明要素を含む。
【００３１】
　更なる実施態様において、薬物送達装置は、選択された用量のサイズが両方の窓を通し
て見ることができるように、二つの窓及び二つの完全な光学系を用いて実現される。
【００３２】
　これらの場合において、マスキング要素は窓の一方を覆うために実現できる。それによ
って、二つの窓の存在によって又は表示の二つの拡大像の存在によってさえも生じる使用
者の混乱を避けることができる。
【００３３】
　更なる実施態様において、搭載できる拡大装置を有する薬物送達装置が実現される。
【００３４】
　この実施態様において、薬物送達装置は、表示器要素の表示位置に亘って位置している
拡大装置のためのリセプタクルを有する。好ましくは、使用者又は薬剤師は、選択された
用量のサイズが、薬物送達装置の左手側から又は右手側から見ることができるように、望
ましい向きに拡大装置を搭載できる。
【００３５】
　好ましくは、拡大装置の要素が望ましい向きに搭載できる実施態様において、表示器要
素は二つの表示位置を含む。表示位置の一方で、薬物送達装置の左手側に向いている窓を
通して見得る表示が描かれ、そして他方の表示位置で、表示器は薬物送達装置の右手側に
向いている窓を通して表示が見られ得る。
【００３６】
　一例として、用量ダイヤル要素は、薬物送達装置の縦方向に向かってオフセットを有す
る二つの投与量目盛を含む。各々の投与量目盛で表示位置が位置している。
【００３７】
　リセプタクルは、拡大装置の各々の向きに対して、拡大装置が適切な表示位置に亘って
位置しているように、そして表示の正しい像が生み出されるように、表示位置に亘って位
置している。
【００３８】
　更に好ましい実施態様において、拡大装置は、薬物送達装置の残部から拡大装置を除去
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すると薬物送達装置の適切な使用、特に用量送達ができなくなるように搭載されている。
【００３９】
　通常、拡大装置を除去すると、それを通してインデキシング（indexing）手段、例えば
、インデキシングスリーブの指標を見ることができる薬物送達装置の本体中に、自由開口
部がいつも残るであろう。光学系のせいで、この開口部を通して直接見ることができる情
報及び拡大装置において表示されるべき情報は異なり得る。また、多くの指標が開口部を
通して見ることができ、その場合、どちらの指標が現在設定されている用量を参照してい
るかが明確でなくなる。従って、拡大装置を除去すると、おそらく誤った用量を設定又は
注射結果となるであろう。これはインスリン送達装置の場合において、低血糖又は高血糖
のような重篤な生理学的影響に繋がり得る。
【００４０】
　従って、拡大装置の除去後に、薬物送達装置を使用できなくすることによって、拡大装
置の除去後に用量送達が完全に不可能になるであろう故に、薬物送達装置の安全性が著し
く増加する。
【００４１】
　好ましくは、薬物送達装置は少なくとも二つの本体部分、例えばハーフシェル部分（ha
lf shells）を含み、ここで拡大装置は薬物送達装置の少なくとも二つの本体部分に対す
る接続手段を形成する。
【００４２】
　この実施態様において、拡大装置の除去は少なくとも二つの本体部品の接続の断絶をも
たらす。従って、本体が落ちて離れ得るか、又は負荷路に沿って力を正しく伝えることが
少なくともできなくなり得る。しかしながら、両方の場合において薬物送達装置の使用が
不可能であろう。
【００４３】
　あるいは又は追加的に、拡大装置は、好ましくは、薬物送達装置の駆動手段の部品のた
めの支持部を形成する。次いで、拡大装置の除去は、負荷路が不完全になりそして用量の
設定及び／又は送達が阻害されるような力束の中断、又は駆動手段及び本体の間の接続の
損失に繋がるであろう。その場合、駆動手段の一部又は駆動手段の全体が本体から落ちて
しまい得る。
【００４４】
　あるいは又は追加的に、本体は少なくとも一つの弱くされた領域、例えば、通常、拡大
装置によって支持され、そして拡大装置が除去される際に本体が引き裂かれて離れるよう
に設計されている弱いリンクを有し得る。従って、拡大装置は、有利には、本体の弱くさ
れた領域を支持する、又は引き裂いて離すのを開始する特徴を備え得る。そのような特徴
は、好ましくは、拡大装置中に形成され、又は取り付けられた一つ又はそれ以上の突起又
は一つ又はそれ以上のフックであり得る。また、弱くされた部分の領域における拡大装置
及び本体の間の重要な接続が適切であり得る。
【００４５】
　上記の三つの実施態様の全てにおいて、拡大レンズ及び本体及び／又は駆動手段の間の
接続はレーザー溶接又は接合によって供され得る。
【００４６】
　他の特徴が、添付図面と併せて考えられたときに、以下の詳細な記述から明らかになる
であろう。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】拡大装置を含む薬物送達装置の斜視図である。
【図２】図１の拡大装置の断面図である。
【図３】投与量目盛を含む用量ダイヤル要素の上面図である。
【図４】二つの拡大装置を含む薬物送達装置の斜視図である。
【図５】図３の拡大装置の断面図である。
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【図６】二つの投与量目盛を含む投与量目盛の上面図である。
【図７Ａ】拡大装置４を除去した後の薬物送達装置１を示す。
【図７Ｂ】拡大装置４を除去した後の薬物送達装置１を示す。
【００４８】
　図１において、拡大装置４を有するペン型の薬物送達装置１が示されている。薬物送達
装置１は前方部分２３を有するハウジング２を含み、ここで、医薬品を含有するカートリ
ッジ（示されていない）が配列される。薬物送達装置１の前端に位置しているニードルユ
ニット（示されていない）を通して、患者の皮膚内に医薬品を注射できる。前方部分２３
は、注射の前に除去されるキャップ２２によって覆われている。ハウジング２の後方部分
２４において、投与量目盛を含む用量ダイヤル要素（示されていない）が配列されている
。
【００４９】
　用量を設定するために、使用者は用量ダイヤル要素に接続されている用量ダイヤルグリ
ップ３６を回転する。それによって、用量ダイヤル要素は、薬物送達装置１の縦方向｜と
は反対方向への回転運動及び併進運動を行う。縦方向｜は、薬物送達装置１の後方部分２
４での用量ダイヤルグリップ３６から薬物送達装置１の前方部分２３の前端でのニードル
ユニットに向かう方向として定義される。そのようなペン型薬物送達装置１は縦方向｜に
沿って走る中央軸を有する。投薬ボタン２１の上を押すことによって、用量が注射される
。使用者は、拡大装置４のケーシング４４内の窓４１を通してダイヤルされた用量のサイ
ズ３３を見ることができる。
【００５０】
　ケーシング４４はハウジング２の一体化された部分であり得る。あるいは、ケーシング
４４はハウジング２に取り付けられる別の要素であり得る。
【００５１】
　拡大装置４のケーシング４４は、薬物送達装置１のハウジング２から離れて延びる上方
部分４４１及び薬物送達装置１のハウジング２に隣接する下方部分４４２を有する。
【００５２】
　この実施態様において、窓４１は、選択された用量のサイズ３３を薬物送達装置１の左
手側から見ることができるようにするために適しており、右利きの人に対して最も便利で
ある。通常、注射中に、右利きの人は、薬物送達装置１の縦方向｜がその人の右手側から
その人の左手側に向くように、薬物送達装置１をその人の右手に保持するであろう。用語
「拡大装置の左手側」はそのような視線に関する。用語「見ることができる」とは、表示
が見ることができるのみならず読むことができることも意味する。ここで、数字は、直立
した、鏡で反転されていない向きで生じる。このように、薬物送達装置１の左手側に人が
向いているとき、その人は、ダイヤルされた用量を、窓４１を通して容易に読むことがで
きる。
【００５３】
　薬物送達装置１の別の実施態様において、拡大装置４、そして特に、窓４１は、左利き
の人が、選択された用量３３を、窓４１を通して容易に読むことができるように向けられ
ている。この場合、窓４１は、薬物送達装置１の右手側に向かって向けられている。通常
、左利きの人は、薬物送達装置１をその人の左手に保持し、そして保持薬物送達装置１の
右手側に向いているであろう。窓４１が右手側に向くとき、選択された用量３３を読むこ
とができる。
【００５４】
　図２において、図１に記載の拡大装置４の断面図が示されている。拡大装置４はそこに
選択された用量が表示される、投与量目盛３１の表示位置３２に亘って位置している。投
与量目盛３１は、選択された用量のサイズに対応する、鏡で反転された数字を含む。用量
ダイヤル要素３０が限られた外面を有するという事実故に、投与量目盛３１の鏡で反転さ
れた数字が余りにも小さいフォントサイズを有し得て、拡大装置４なしでは使用者によっ
て簡便に読むことができない。好ましくは、像は少なくとも３．５ｍｍのフォントサイズ
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を有する。
【００５５】
　用量をダイヤルするとき、用量ダイヤル要素３０及びそれと共に投与量目盛３１が、薬
物送達装置１の縦方向｜とは反対方向への回転運動及び併進運動を行う。投与量目盛３１
の表示位置３２に、選択された用量を表示する投与量目盛３１の部分が存在する。
【００５６】
　拡大装置４は投与量目盛３１の表示位置３２に亘って位置している。拡大装置４は光学
系５を含み、そして選択された用量を表示する投与量目盛３２の部分の拡大像を生み出す
。それによって、使用者は選択された用量３３のサイズを、窓４１を通して便利に見るこ
とができる。光学系５は窓４１中に置かれている拡大レンズ４３を含む。表示位置３２で
投与量目盛３２の部分から発する光線５１は、レンズ４３に向かって鏡４２によって反射
される。それによって、表示位置３２で投与量目盛３１の部分からレンズ４３へと進む光
線５１の光路長が、表示位置３２及びレンズ４３の間の直接的な幾何的路長より長くなる
。それによって、十分に大きな拡大因子が達成できる。
【００５７】
　一つの実施態様において、鏡４２及びレンズ４３は透明な要素の部分であり、そしてそ
の要素の外面に位置している。代替実施態様において、鏡４２及びレンズ４３は別の要素
である。
【００５８】
　好ましい実施態様において、拡大レンズ４３は非球面である。この手段によって、像の
品質が改善できる。レンズ４３は円環レンズとしても構築され得る。
【００５９】
　通常、使用者は、その人の視線が窓４１の法線方向ｎ1に対応するように窓４１を見る
であろう。窓４１が、表示位置３２で、用量ダイヤル要素３０の外面に対して傾いている
という事実故に、使用者は用量ダイヤル要素３０の表示位置３２を正面向きに見ていてい
ない。言い換えれば、窓４１の法線方向ｎ1は、表示位置３２で用量ダイヤル要素３０の
外面の法線方向ｎ2に平行ではなくて傾いている。この実施態様において、拡大装置４は
薬物送達装置１の厚みを、視線に沿った方向に拡大しない。従って、鏡４２で光線５１を
反射することによって、そして、それによって、光線５１の光路を指向し直すことによっ
て、レンズ４３の外面及びペン型装置の中心軸との間の距離を小さく保持することができ
、一方で、充分な拡大因子が達成できる。従って、薬物送達装置１の外観がより嵩張らな
くなる。
【００６０】
　比較の目的で、もし、レンズ４３がそこに位置している窓４１が、その表示位置３２で
、そして、図２における光路長に対応する用量ダイヤル要素３０の表面からの距離におい
て、窓４１の法線方向ｎ1が、用量ダイヤル要素３０の表面の法線方向ｎ2に一致するよう
に位置しているならば、同様の拡大因子が成就し得る。この場合、鏡は省くことができ、
そして表示位置３２から発せられる光線は直接、レンズ４３に向かって進む。しかしなが
ら、拡大装置４のそのような設計によって、薬物送達装置１の厚みは視線に沿って許容で
きないほど大幅に増え得る。
【００６１】
　図３は、投与量目盛３１を含む用量ダイヤル要素３０の上面図である。投与量目盛３１
は、鏡で反転された状態で描かれ、そして用量ダイヤル要素３０の表面上にらせん状に配
置されている数字３４から成る。投与量目盛３１の表示位置３１で、選択された用量を表
示する数字３４が存在する。数字３４は、光学系５によって発生されたその拡大像３５が
、薬物送達装置１の左手側に向けられた窓４１を通して見ることができるように描かれる
。ここで、用語「見ることができる」とは、拡大像３５が、直立した、鏡で反転されてい
ない向きで現れることを意味する。
【００６２】
　選択された用量が薬物送達装置の右手側から見ることができるように拡大装置４が向い
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ている薬物送達装置１の代替実施態様において、数字３４のその向きは適合されなければ
ならない。
【００６３】
　図５において、右利き又は左利きの人に対して適切な拡大装置４を有する薬物送達装置
１が示されている。拡大装置４は二つの窓４１１、４１２を含み、その一方４１１は、薬
物送達装置１の左手側を向いており、そして他方４１２は右手側を向いている。好ましい
実施態様において、選択された用量３３のサイズは、窓の一方４１１のみを通して見る事
ができ、一方、他の窓４１２は覆われている。この手段によって、使用者は、いくつかの
窓４１１、４１２において、用量が同時に表示されるという事実によって混乱させられる
ことがない。好ましくは、薬物送達装置は、左利きの使用者に対しては、薬物送達装置１
の右手側に向いた窓４１１を通してのみ選択された用量３３が見ることができるように、
そして、右利きの使用者に対しては、薬物送達装置１の左手側に向いた窓４１２を通して
のみ選択された用量３３が見ることができるように、使用者に対して調節される。
【００６４】
　好ましい実施態様において、薬物送達装置１の構築後、選択された用量３３は窓４１１
、４１２を通して見ることができる。別のマスキング要素が、薬物送達装置１と共に送達
される。薬物送達装置が使用者に手渡されるときに、好ましくは、窓４１１、４１２の一
つが覆われている。もし、使用者が右利きであれば、薬物送達装置１の右手側に向かう窓
４１２が覆われるべきである。従って、もし、使用者が左利きであれば、薬物送達装置１
の左手側に向けられた窓４１１が覆われるべきである。あるいは、薬物送達装置１及び別
のマスキング要素が使用者に手渡され、そして使用者が窓４１１、４１２の一方にマスキ
ング要素を取り付ける。
【００６５】
　図５は、図４に記載の拡大装置の断面図である。ケーシング４において、二つの光学系
５０１、５０２が配列される。光学系５０１、５０２の各々は、鏡４２１、４２２及び拡
大レンズ４３１、４３２を含む。拡大装置４は二つの投与量目盛３１１、３１２の二つの
表示位置３２１、３２２に亘って位置している。表示位置３２１、３２２の両方で、選択
された用量３３を表示する投与量目盛３１１、３１２の一部が存在する。拡大装置４は、
一つの表示位置３２１から発せられる光線５１１が、レンズ４３１に向かって鏡４２１に
よって反射される表示位置３２１、３２２に亘って置かれている。このように、選択され
た用量３３のサイズは、薬物送達装置の左手側に向けられた窓４１１を通して見ることが
できる。第二表示位置３３２から発せられた光線５１２は鏡４２２にぶつかり、そして第
二レンズ４３２に向かって反射される。このように、選択された用量３３のサイズは、薬
物送達装置の右手側に向けられた窓４１２を通して見ることができる。
【００６６】
　図６は、薬物送達装置の縦方向｜にオフセットｄを有する二つの投与量目盛３１１、３
１２を含む用量ダイヤル要素３０の上面図である。従って、表示位置３２１、３２２は同
じオフセットｄを有する。投与量目盛３１１、３１２の両者は、鏡で反転された状態に描
かれる数字３４を含む。第一投与量目盛３１１の数字３４は、その拡大像が、薬物送達装
置１の左手側に向けられた窓４１１を通して読むことができるように描かれている。従っ
て、第二投与量目盛３１２の数字３４は、その拡大像３５が、薬物送達装置１の右手側に
向けられた窓４１２を通して読むことができるように描かれている。
【００６７】
　拡大装置４及び薬物送達装置１は、拡大装置４を除去することによって薬物送達装置の
適切な使用、特に、用量設定ができないように設計され得る。
【００６８】
　薬物送達装置１は、少なくとも二つの本体部分、例えば、ハーフシェル部分又は軸方向
に連続して配置される本体環を含み、ここで拡大装置４は薬物送達装置１の少なくとも二
つの本体部分に対する接続手段を形成する。
【００６９】
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　加えて、拡大装置４は、薬物送達装置１の駆動手段の部品のための支持部を形成する。
従って、拡大装置４の除去は、負荷路が不完全で、そして用量の設定及び／又は送達が阻
害されるような力束の中断に繋がるであろう。
【００７０】
　拡大レンズ及び本体及び／又は駆動手段の間の接続はレーザー溶接又は接合によって供
され得る。
【００７１】
　拡大装置４を除去した後、自身で不可能であるように設計された薬物送達装置１の一つ
の代表的な実施態様が図７Ａ及び７Ｂにおいて示される。
【００７２】
　図７Ａ、７Ｂは、拡大装置４（示されていない）を除去した後の薬物送達装置１を示す
。拡大装置４の除去は、それを通して通常は拡大装置４の光路が表示窓４１へと導かれる
ハウジング窓６０１を開放したままに残す。
【００７３】
　拡大装置４の除去は、本体２の部品が破れて離れそして孔７０１を開けたままにする、
本体２の部分的破壊にも繋がる。破れ落ちた部分は、薬物送達装置１の駆動機構の保持構
造の部分、ここでは図７Ｂにおいて見ることができるように、用量の設定及び注射中にそ
れを通して力束が本体２内に導かれる、ハウジング挿入物３８の保持構造である。これは
ハウジング挿入物３８の開放に繋がり、本体２内にもはや如何なる負荷をも伝えることが
できない。
【００７４】
　図７Ａ及び７Ｂにおいて示された実施態様において、駆動機構の部品は本体から自由に
落下する。他の実施態様において、駆動機構は本体から落下しないが、負荷路の中断の結
果、用量の投薬が不可能になるであろう。
【００７５】
　その他の実施態様も以下の請求項の範囲内にある。異なる実施態様の要素が、本明細書
において具体的には述べられていない実施態様を形成するために組み合わされ得る。
【符号の説明】
【００７６】
１　薬物送達装置
２　ハウジング
２１　ボタン
２２　キャップ
２３　ハウジングの前方部分
２４　ハウジングの後方部分
３　表示器要素
３０　用量ダイヤル要素
３００　表示
３１、３１１、３１２　投与量目盛
３２、３２１、３２２　表示位置
３３　選択された用量のサイズ
３４、３４１、３４２　鏡で反転された数字
３５　表示の拡大像
３６　用量ダイヤルグリップ
３８　ハウジング挿入物
４、４０１、４０２　拡大装置
４１、４１１、４１２　窓
４２、４２１、４２２　鏡
４３、４３１、４３２　レンズ
４４　ケーシング
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４４１　ケーシングの上方部分
４４２　ケーシングの下方部分
５、５０１、５０２　光学系
５１、５１１、５１２　光線
６０１　ハウジング窓
７０１　孔

ｄ　オフセット
｜　縦方向

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図６】

【図７Ａ】
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